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１．三⼾町の概況と下⽔道処理の歩み  

（１）三⼾町の概況 

三戸町（以下「本町」という）は青森県の南端に位置し、岩手県二戸市や軽米町と隣接する県境

の町です。町の面積は約１５１．８平方キロメートルで馬淵川流域の平地と周囲の丘陵地から成り立

っています。この地勢は稲作や果樹栽培に適している一方で、冬季の積雪や河川の氾濫といった

自然条件への備えが求められることが特徴です。 

人口は令和６（202４）年度末現在、８,６９９人、世帯数は約４，１１１世帯で平成２９（２０１７）年度

末までは１万人を超えていましたが、その後は減少傾向が続いています。特に若年層の流出と高齢

化が進行しており、高齢化率は約４４％と全国平均を上回る水準です。また、単身世帯や高齢者の

み世帯の増加も顕著であり、将来的な人口減少リスクは大きい状況にあるといえます。 

産業面では、葉タバコや米をはじめ、りんご・さくらんぼ・ぶどうなどの果樹栽培が基盤となって

います。また、ブロイラーや畜産も盛んで、農業を中心とした地域経済が形成されています。一方で、

町内には大型商業施設や娯楽施設が少なく、公共交通の利便性も十分とはいえません。このため、

住民意識調査では「自然が豊かで住みやすい」「住み続けたい」との声がある一方で、生活の利便

性を理由に転出を考える住民の存在も浮き彫りとなっています。 

行政運営の面では、人口規模が小さいことから財政基盤は脆弱であり、公共施設やインフラの

維持管理コストが相対的に重くのしかかっています。特に汚水処理施設や管路については、人口

減少に伴う使用料収入の減少と、施設の老朽化に伴う更新需要の増大という二重の課題に直面

しています。さらには冬季の積雪や河川流域の地勢を踏まえた排水・除雪体制の維持も不可欠で

あり、効率的な投資と住民理解を両立させることが、今後の行政運営にとって極めて重要な課題と

なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ  経営戦略の位置付け 
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（２）本町の下⽔道処理の歩み 

本町の下水道事業は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的として整備が進められ

てきました。本町は馬淵川流域に位置しており、河川の水質保全や冬季の積雪期における衛生環

境の確保の観点からも、排水処理は住民生活の安全・安心を守る上で不可欠なインフラとなって

います。 

本町の下水道事業は公共下水道のみで構成されており、平成２２（2010）年４月１日に供用を開

始しました。処理場は１箇所で、町の中心部を対象に整備されています。全体計画人口は６，２８０

人と設定されていますが、現在の処理区域内人口は約２，４００人と、計画人口の約３９％（普及率）

にとどまっています。また、そのうち水洗便所を設置済みの人口は約１，２００人であり、処理区域内

人口の約５０％（水洗化率）となっています。 

一方でこれまでの整備により、町全体としての汚水処理普及率は高い水準に達しており、生活

排水の適切な処理を通じて水質保全や生活環境の改善に大きく寄与してきました。さらに、令和６

（2024）年４月からは地方公営企業法の一部適用へ移行し、資産管理や損益状況の適切な把握、

効率的な維持管理と計画的な更新投資が可能となっています。 

しかし、人口減少や施設の老朽化に伴う財政負担は今後一層大きくなることが予想されます。そ

のため、効率的な維持管理を進めるとともに、住民の理解を得ながら持続可能な事業運営を図っ

ていくことが、今後の本町の下水道事業における極めて重要な課題となっています。 
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≪三戸町下水道処理区域図≫  
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２．総務省が推進する経営戦略策定及び改定の背景と目的 

（１）背景 

我が国では、今後人口減少によるサービス需要の減少や、施設の老朽化に伴う更新需要の増

加など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しくなると予測されています。各公営企業が将来にわた

って住民生活に必要なサービスを安定的に提供するためには、公営企業会計の適用拡大や経営

比較分析表を活用した「見える化」による現状分析に基づく経営戦略の策定、抜本的な改革などを

通じて、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上が求められます。 

 

 

※出典：総務省「令和 4 年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項」について 
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（２）目的 

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近

な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたりその本来の目

的である公共の福祉を増進していくことが必要です。 

したがって、経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に継続でき

るよう、中長期的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組むことが必要

となっています。 

これらの課題や現状に対して、総務省においては、公営企業の中長期的な経営の基本計画であ

る「経営戦略」を自治体ごとに策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経

営基盤の強化と財政マネジメントの向上を実現していくことを強く求めています。 

令和４（２０２２)年１月には総務省の「経営戦略策定・改定マニュアル」が改定となり、各自治体に

対し、取り組みの進捗と成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、次の視点から実効性のある改

定を求められています。 

❶ 今後の人口減少等を加味した使用料収入の的確な反映 
❷ 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新費用の 

的確な反映 
❸ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映 
❹ ❶❷❸等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革 

（料金改定、広域化、⺠間活用及び効率化、事業廃止等）の検討 

これらの内容を反映したうえで、策定及び改定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつ

つ、PDCAサイクルを通じて質を高めていくため、３年から５年ごとの見直しを行うことが重要とし

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※出典：総務省「地方公営  
企業の現状と課題」 
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３．経営戦略の位置づけと基本方針 

（１）経営戦略の位置づけ 

本経営戦略は、「第５次三戸町総合振興計画」等を上位計画としています。 

下水道施設の配置計画を定める「三戸町公共下水道事業全体計画」、長寿命化の基本方針で

ある「三戸町下水道ストックマネジメント計画」等の下水道事業に関連する計画との整合を図りな

がら、下水道事業の経営健全化に向けた取り組みを整理し、財政基盤を強化することを目的とし

ています。 

 

■経営戦略の位置づけ 

 

 

 

 

 

  

三戸町下水道事業経営戦略

三戸町下水道事業全体計画

下水道関連計画

三戸町下水道ストックマネジメント計画

青森県

第５次三戸町総合振興計画青森県汚水処理事業広域化・共同化計画
青森県汚水処理施設整備構想
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（２）経営の基本方針 

第５次三戸町総合振興計画に定められている「安全で快適な生活基盤を備えたまち」を目指し

て、公共用水域の水質保全や生活環境の改善のため、事業効果を考慮した計画的な整備や未接

続家屋への接続啓発活動の推進による接続率の向上、施設の適切な維持管理に努めるなど、事

業の経営改善を図ることとしていることから、「安全・安心な下水道サービスの提供」を本町の公共

下水道事業における経営の基本方針として定めます。 

本経営戦略ではこの方針に従い、経営基盤の強化に向けた現状整理のもと、課題の抽出と経営

目標の設定を行い、経営目標に向けた投資・財政計画を立案することとします。 

 

■経営の基本方針 

 

 

 

 

 

 

なお、本経営戦略の計画期間は令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までの１０年間と

します。 
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1．本町の公共下⽔道事業の現況 

（１）事業の現況（事業概要） 

本町では、町内中心市街地の生活衛生を向上させるため、公共下水道事業を運営しています。 

本経営戦略の対象は三戸町公共下水道事業とし、その概要は次のとおりです。 

 
※令和６(2024)年度地方財政状況調査、三⼾町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例より 

 
 
 
 
 

  

公共下水道事業

建設開始 平成１７（２００5）年4月1日

供用開始 平成２２（２０１0）年4月1日

法適用（一部適用）

※令和６（20２４）年4月1日から

処理区域内人口密度 １８.５３人／ha※令和７（２０２５）年４月１日現在

流域下水道等への接続の有無 なし

処理場数/処理区数 １区

広域化・共同化・最適化実施状況 なし

法適・非適用区分

Ⅱ  三⼾町公共下⽔道事業の現状
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（２）使⽤料体系の状況 

本町の下水道使用料の額は、１か月において使用者が使用した上水道の使用量に応じ下記の

使用料表に基づいて算定します。１円未満の端数が生じたときは切り捨てます。 

実際の利用料徴収は2か月ごとに行います。2か月分の基本使用料と２か月分の汚水量によっ

て使用料が決まるものです。 

本町の使用料の状況は次のとおりです。なお、数値については公営企業会計へ移行した令和６

（２０２４）年度のものとしています。 

 

■条例上の使用料（２０㎥あたり） 
年度 使用料 

令和 6(2024)年度 3,003 円 

 

■実質的な使用料（２０㎥あたり）（税抜） 
年度 事業全体 

令和 6(2024)年度 3,354 円 

※条例上の使用料：条例に定められた単価で算出した一般家庭における 20 ㎥当たりの使用料  
※実質的な使用料：使用料単価（使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値）に 20 ㎥を乗じた

もの 
 

■使用料体系（税抜）                       （１か月あたり） 
区分 認定排除汚水量 金額 

基本料金 １０立方メートルまで 1,500 円 

従量料金 
１０立方メートルを超える部分

(1 立方につき) 
150 円 

（３）組織の状況 

本町の下水道事業については、建設課で所管しています。 

職員数は、班長１名、主担当１名、副担当１名の合計３名です。 

 

町長 建設課
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（４）⺠間活⼒の活⽤等 

❶民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

【維持管理委託】 

下水道施設維持管理について民間委託を行っています。 

❷指定管理者制度 現在は活用していません。 

❸ＰＰＰ/ＰＦＩ 現在は活用していません。 

 

（５）資産活⽤の状況 

❶エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 
該当なし 

❷土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 
該当なし 
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2．経営状況分析 

（１）財務分析（収支等の経年分析） 

公営企業会計移行後の令和６（202４）年度の実績における経常的な活動の収支を示す収益的

収支、投資や企業債の発行及び償還を示した資本的収支の他、企業債残高及び収益の基礎とな

る処理区域内人口等を以下のとおり分析しました。 

 

■令和６(2024)年度決算              （単位：千円、人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 令和6（2024）

【収益的収支】

営業収益① 24,063

うち使用料収入 23,660

営業外収益② 209,144

うち他会計補助金 126,465

経常収益①＋②…Ａ 233,207

営業費用③ 219,056

うち職員給与費 4,710

うち動力費 6,793

うち修繕費 250

うち委託料 34,670

営業外費用④ 26,152

うち支払利息 22,513

その他 3,639

経常費用③＋④…Ｂ 245,208

経常収支Ａ-Ｂ…C △ 12,001

特別利益…D 0

特別損失…E 4,022

当年度純利益＝C+D-E △ 16,023

資本的収入⑤ 59,515

うち企業債 58,700

資本的支出⑥ 132,026

うち建設改良費 1,265

うち企業債償還 130,761

資本的収支⑤-⑥…D △ 72,511

【企業債元金残高】

企業債元金残高 1,863,357

【処理区域内人口等】

行政区域人口 8,699

処理区域内人口 2,375

水洗化人口 1,236
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本町の公共下水道事業は、令和6（2024）年度から公営企業会計に移行し、その初年度決算

では、事業の収益構造や費用構造、資本的収支、債務状況、普及状況が明確に示されています。 

それによると、経常収益は233,207千円であり、その内訳は営業収益24,063千円と営業外

収益209,144千円となっています。営業収益の大部分は使用料収入の23,660千円で、事業に

おける自己収入の柱となっています。一方で、営業外収益の中では他会計補助金が126,465千

円で、全体としては補助金など外部財源への依存度が高い構造となっています。 

経常費用は219,056千円であり、この中には職員給与費4,710千円、動力費6,793千円、修

繕費250千円、委託料34,670千円などが含まれています。さらに営業外費用として26,152千円

を計上しており、そのうち支払利息が22,513千円とその大半を占めています。これにより、経常費

用の合計は245,208千円となり、経常収支は12,001千円の赤字となり、特別損失として4,022

千円を計上した結果、当年度純損失は16,023千円となっています。 

資本的収支では、資本的収入が59,515千円で、そのほとんどを企業債58,700千円が占めて

います。一方、資本的支出は１３２,０２６千円であり、建設改良費１,２６５千円と企業債償還１３０,７６

１千円が計上されています。その結果、資本的収支はマイナス７２,５１１千円となっています。企業債

の元金残高は1,863,357千円に達しており、今後の償還負担が財政に大きく影響することが懸

念されます。 

下水道の普及状況については、行政区域人口８,６９９人に対して処理区域内人口は２,３７５人

であり、普及率は２７．３％となっています。処理区域内人口に対する水洗化人口は1,236人であり、

水洗化率は約５２．０％となっています。 

総じて、令和6（２０２４）年度の決算は、公営企業会計移行初年度として、経常収支の赤字、資

本的収支の不足、企業債残高の大きさといった課題が浮き彫りとなり、今後は、委託料や動力費な

どの運転経費の効率化、企業債償還の平準化、更新投資の優先順位づけといった財政面での工

夫が求められます。同時に、処理区域内の普及率向上や未水洗世帯への移行促進を通じて使用

料収入を確保し、住民理解を得ながら持続可能な事業運営を進めていくことが重要な課題となっ

ています。 
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（２）処理区域内⼈⼝／⽔洗化⼈⼝・率の推移 

本町の公共下水道事業における処理区域内人口は、この10年間で大きな変動はなく、平成27

（2015）年度の2,487人から令和6（2024）年度の2,428人へと、わずかに減少しています。区

域の拡大はほとんど見られず、人口減少の影響を受けながら横ばいから微減の傾向を示していま

す。 

一方で、水洗化人口は着実に増加しており、平成27（2015）年度には949人であったものが、

令和6（2024）年度には1,236人となり、この10年間で約30％増加しています。 

これに伴い、処理区域内人口に対する水洗化人口の割合、すなわち水洗化率は、平成2７

（2015）年度の37％から令和6年（2024）年度には52％へと上昇しました。令和3（2021）年度

以降は50％を超え、区域内の過半数が水洗化済みとなっています。 

ただし、行政区域全体の人口8,699人に対して水洗化人口は1,236人にとどまっており、行政

区域全体における水洗化率は約14％にすぎません。すなわち区域内での普及は進んでいるものの、

町全体で見れば水洗化の余地が大きく残されている状況です。 

総じて、本町の下水道事業は、処理区域内での普及は着実に進展し、普及率が50％を超える

成果を上げているものの、町全体での水洗化率は低水準にとどまっているため、今後は区域内の

未水洗化世帯への移行促進とともに、区域拡大の是非や財政負担とのバランスについて検討する

ことが重要な課題となります。 

■水洗化人口／処理区域内人口／水洗化率の推移 
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（３）有収⽔量と有収率の推移 

有収水量は、平成27（2015）年度の92,397㎥から令和6（2024年度）の141,103㎥へと約

1.5倍に拡大し、特に平成27（2015）年度から令和３（２０２１）年度にかけては右肩上がりで増加

しました。令和３（２０２１）年度には有収水量が約14万㎥に達しましたが、これは水洗化人口の増加

に加え、新型コロナウイルス感染症による外出自粛や在宅勤務などの「巣ごもり需要」により、家庭

での水使用量が増えたことが影響したと考えられます。その後一時的に減少したものの、令和6

（2024）年度には再び14万㎥を超え、安定的に高水準を維持しています。 

有収率については、平成27（2015）年度に100％でスタートした後、平成28（2016）年度には

95％、平成29（2017）年度には92％まで低下しましたが、平成30（2018）年度以降は改善し、

ほぼ95〜100％の範囲で推移しています。令和3（2021）年度や令和5（2023）年度には再び

100％を記録しており、全国平均（80〜90％程度）を大きく上回る優良な水準を維持しています。 

さらに、水洗化人口1人あたりの有収水量で見ると、平成27（2015）年度の約97㎥から令和6

（2024）年度の約114㎥へと増加しており、普及の進展が収入基盤の拡大に直結していることが

確認できます。年度ごとの変動はあるものの、長期的には1人あたりの使用水量も増加傾向にあり、

生活様式の変化や水洗化の進展が影響していると考えられます。 

総じて、本町の下水道事業は、区域内での普及率向上とそれに伴う有収水量の増加、さらに高

い有収率の維持という三つの成果を示しています。今後は人口減少や水使用量の減少傾向を踏

まえつつ、引き続き漏水対策や計量精度の確保に努めることで、安定した収入基盤を維持し、持続

可能な事業運営を実現していくことが重要です。 

■有収水量と有収率の推移                     
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（４）下⽔道事業の経営比較分析表による現状分析〜県各町との比較〜 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類

似団体平均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況を

わかりやすく説明するため、策定し公表するものです。 

本経営戦略においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

比較にあたっては、令和６（２０２４）年度の青森県内各町の下水道事業に関する指標一覧を各

団体の経営比較分析表より作成し、掲載しています。 

 

❶経常収支比率（％） 
❷経費回収率（％） 
❸汚水処理原価（円） 
❹水洗化率（％） 

■令和６(2024)年度 ⻘森県各町の指標一覧 
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❶経常収支比率 

 

 基本算式：経常収益／経常費用×100（％） 

 

地方公営企業法適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、使用料収入や一般会

計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指

標です。 

経常収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要で

す。 

数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向け

た取り組みが必要です。 

一方でこの指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源

が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から

分析が必要です。 

 

■経常収支比率の実績 
 

 

 

 

 

 

 

 

本事業において、経常収支比率は１００％を下回っており、損失が発生している状況です。さらに、

収益のそのほとんどが、一般会計からの繰入金となっています。 
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❷経費回収率 

 

 基本算式：下水道使用料／汚水処理費（公費負担分を除く）×100（％） 

 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す指標であり、

使用料水準等を評価する際に用いられます。 

公営企業会計では、下水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及びそ

の事業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困

難であると認められる経費を除き、当該事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないとい

う「独立採算の原則」が定められていることから、経費回収率が１００％以上になることが求められ

ています。 

数値が１００％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われて

いることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。 

 

■経費回収率の実績 

 

 

 

 

 

 

  

本町においては経費回収率が大きく１００％を下回っています。つまり、使用料収入で汚水処理

費を全く賄いきれていないということです。また、令和６（２０２４）年度については青森県各市町村

平均よりも低い水準となっています。 
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❸汚水処理原価 

 

 基本算式：汚水処理費／年間有収水量（㎥） 

 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費と汚水維持

管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

汚水処理原価が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の変

化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について推計する必要があります。 

■汚水処理原価の実績 

 

 

 

 

 

 

 

本町における汚水処理原価は、約４５６円と全国平均と比較すると上回っており、現在の有収水

量に対しては経費が大きくかかっていることがわかります。また、今後は物価上昇にともない、経費

が増加することが予測されます。 

 

【参考】 

汚水処理原価の他に、参考として原価計算を行います。 

下水道使用料等の公共料金に関する原価計算とは、すべての費用を「総括原価」として、原価に対する

（料金）収入をとらえ、使用料水準の参考値となるものです。 

地方公営企業の使用料については、「公正妥当なもので、かつ能率的な経営の下における適正な原価を

基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」とされています。こ

れらを踏まえたうえで、総務省においては使用料の設定について、以下を留意事項としています。 

・社会情勢、経営環境の変化に応じて適切な使用料となるよう、３年から５年内の経営戦略の改定の

際に使用料水準等を検証し、必要な改定の検討を行うこと。その際、施設の老朽化の実態や経営の

将来見通しについて住民や議会にわかりやすく公表し、議論すること。 

・総括原価主義の原則に基づき、狭義の原価に事業報酬を加えた原価を基礎とすること。その際、経

営改善・合理化を一層徹底し、原価を極力抑制するとともに、特に水道事業や下水道事業など、将

来にわたって安定的に事業を継続する必要がある事業については、施設の計画的な更新の原資を確

保するため、事業報酬として必要な資産維持費を算定することを検討すること。 

・人口減少等の経営環境の変化に対応するため、将来にわたり健全な経営を確保できる水準とすると

ともに、使用料体系（例えば、基本使用料と従量使用料の比率等）についても適切に配意すること。 
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　最近１箇年
　間の実績

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円

23,660 ー 23,660

0 ー 0

403 ー 403

24,063 0 24,063

　最近１箇年
　間の実績

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

270 0 270

0 0 0

40,983 0 40,983

11,597 3,790 7,807

192,358 188,922 3,436

245,208 192,712 52,496

0

52,496

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 45.07

使用料(X)

原価計算表

収　入　の　部

項　　　　目
金　　　　　　　　額

受託工事収益

その他

合　　　　計

支　　出　　の　　部

項目
金　　　　　　　　額

管渠費

ポンプ場費

資本費

処理場費

一 般 管 理 費 

合計(Y)

資産維持費（Z）

使用料対象経費（Y）＋（Z）

原価計算には複数の計算方法があり、本経営戦略においては、原価を基準としてさらに事業報酬（健全

な下水道事業を経営するための内部留保資金）を資産維持費として上乗せさせることにより料金を決める

総括原価主義に基づく方法で行いますが、現状では資産維持費について明確な基準が示されていないこと、

令和６（２０２４）年度時点で使用料に対して原価が下回っていることからから加味していません。 

総務省から示された様式により現状の原価計算を行ったところ、原価（費用）に対する収益（使用料）は全

事業合算で４５.０７％となっています。つまり、使用料収入だけでは原価を賄いきれていないことを示してい

ます。前述した通り、経費の削減は行っているものの、使用料の水準が低いことが要因となっています。 

今後、適正な使用料について検討を行う際には、原価計算も検討材料のひとつとして活用することとします。 

■原価計算表 令和 6(2024)年度時点 
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３．経営状況分析から⾒える本町の特徴  

令和6（2024）年度に公営企業会計へ移行したばかりですが、主要な経営指標を国の基準値と

比較することで、現状の特徴と課題が浮き彫りになっています。以下に、指標ごとの実績、原因、今

後の対策を整理します。 

❶経常収支比率は 100％以下であり、他会計（一般会計）補助金に依存 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の経常収支比率は９５．１１％と、総務省の基準である 100％を下回り、経常損失

を計上しています。 

また、経常収益のうち他会計（一般会計）補助金は１２６，４６５千円にのぼっており、一般会計からの

財政支援が大きくなっています。今後は他会計（一般会計）補助金への依存から脱却し、使用料収入の

確保や費用の縮減を進めることで、真に健全な経営体制の構築を目指す必要があります。 

❷経費回収率が１００％に満たない 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の経費回収率（使用料収入／汚水処理費）は 36.70％で、国が求める

100％には届いておらず、使用料収入だけでは汚水処理費を賄えていない状況です。下水道接続

世帯を増加させるともに、委託料や動力費などのコスト項目の見直しにより、経費回収率の持続的

な引き上げを図る必要があります。 

❸汚水処理原価は高水準であり今後の物価上昇対策が必要 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の汚水処理原価（円／㎥）は、４５６．８３円で県内団体と比較しても高い状況

です。これは、現状の施設能力に対して稼働が正しく賄えていない、つまり現在の処理水量に対し

て経費が大きくかかりすぎている状況です。さらに、物価上昇も続いていることから、このままの状

況ではより一層汚水処理原価は上昇することが予想されます。修繕・委託・動力費の精査、調達の

見直し、設備更新のライフサイクルの最適化により、原価の上昇圧力を抑制していくことや施設規

模の適正化が重要です。 

❹水洗化率は低水準 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の水洗化率は、５２．０４％と県内団体と比較しても低い状況です。収入基盤

の維持と経営の持続可能性を確保するため、水洗化人口の増加が必要です。 
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4．施設の状況 

（１）管渠の状況 

令和６（20２４）年度末の時点で、下水道事業の総管渠延長は、25,016.9ｍに達し、町内での

下水道普及率は約２７．３％となっています。 

本計画期間中の１０年間で耐用年数を迎える管渠はありませんが、今後の管渠の更新に向けて

長期的な期間で管渠の長寿命化や更新に向けた対策が必要となっています。 

このため、点検・調査計画及び「三戸町下水道ストックマネジメント計画」を策定し、同計画に基

づき、計画的な点検調査の実施や、長寿命化対策を推進しています。 

■公共下水道事業各年度整備延⻑                      （単位：ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成18
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(2015)
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(2016)
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(2017)
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(2018)

令和元
(2019)

令和２
(2020)

令和3
(2021)

令和4
(2022)

令和5
(2023)

令和6
(2024)

単年度延⻑（ｍ） 2,740.21 8,053.28 3,671.89 3,352.58 3,648.15 834.90 594.20 551.20 345.30 544.80 0.00 488.58 187.70 0.00 0.00 4.11 0.00 0.00 0.00

総延⻑（ｍ） 2,740.21 10,793.49 14,465.38 17,817.96 21,466.11 22,301.01 22,895.21 23,446.41 23,791.71 24,336.51 24,336.51 24,825.09 25,012.79 25,012.79 25,012.79 25,016.90 25,016.90 25,016.90 25,016.90
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（２）処理場 

本町における処理場は１施設で運用し、平成２２（２０１０）年度から供用開始し、令和６（２０２４）

年度末現在で１５年の稼働となっています。著しい老朽化はみられないものの、今後５～１０年の間

に設備改修を予定しています。処理場施設及び設備についても「三戸町下水道ストックマネジメン

ト計画」に基づき、設置から概ね１５～２０年で更新が進められています。 

処理場の概要は次のとおりです。 

 

■処理場の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設名 敷地面積 処理方法 計画処理人口 計画処理能力 放流水質

三戸浄化センター 1.17ha
オキシデーシ
ョンディッチ法

4,120 3,180㎥／日
BOD

15mg/l

数量 構  造 能  力 摘  要 
１式 鉄筋コンクリート造 流量約0.1㎥/秒
３台 約2.5m3/分 内1台予備
１池 鉄筋コンクリート造 滞留時間24時間
１池 鉄筋コンクリート造 水面積負荷8㎥/㎡/日 

１池 鉄筋コンクリート造 接触時間約15分 次亜塩素酸ソーダ 

１式 鉄筋コンクリート造 流量約0.1m㎥/秒
１基 多重板型スクリュープレス脱水機 21kg-Ds/時間/台 
１棟 鉄筋コンクリート造

１棟 鉄筋コンクリート造 ポンプ室、分配槽
１式 受電容量約500kVA
１式 発電容量約125kVA自家発電設備

主要な施設の名称 

塩素接触タンク
放 流 渠
汚泥脱水機
管理・汚泥棟
ポンプ棟・分配槽
受変電設備

終末処理場等の敷地内の主要な施設

流 入 渠
主 ポ ン プ
オキシデーションディッチ槽
最終沈殿池
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5．施設の状況（まとめ） 

❶管渠 
○現状と今後の対策 

管渠の法定耐用年数は５０年であり、本計画期間においては耐用年数を迎える管渠はありませ

ん。比較的新しい時期に建設されているため、耐震にも対応しています。本町では２０年後から３０

年後に向けた「三戸町下水道ストックマネジメント計画」を策定し、計画的な点検調査の実施や、長

寿命化対策を推進しています。 

このほか、管渠内に設置されているマンホールポンプの更新が今後１０年間に予定されていま

す。 

➋処理場 
○現状と今後の対策 

「三戸町下水道ストックマネジメント計画」に基づき、今後順次設備の更新を行う予定です。 

このほか定期的な点検調査を実施し確実な稼働を進めるとともに、更新時期が集中しないよう

更新時期の平準化を図る必要があります。 
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１．有収⽔量及び使⽤料収⼊の予測 

（１）有収⽔量の予測 

有収水量の予測に際し、総人口は国立社会保障・人口問題研究所による推計から算出していま

す。処理区域内人口・水洗化人口は、普及率・水洗化率の令和４（２０２２）年度から令和６（２０２４）

年度の３か年実績の平均を基に算出しています。 

また、令和４（２０２２）年度から令和６（２０２４）年度の３か年実績から一人当たり処理水量及び

有収率を設定し、年間有収水量の推計を行っています。 

■有収水量の予測のための前提条件 

●総人口 
国立社会保障・人口問題研究所による推計から算出 

●普及率、水洗化率、一人当たり有収水量 
令和４（2022）年度から令和 6（2024）年度までの過去 3 か年実績の平均で算出 

●処理区域内人口 
行政区域内人口×普及率として算出 

●水洗化人口 
現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口として算出 

●年間有収水量 
一人当たり有収水量×水洗化人口として算出 

 

人口推計のとおり、今後、人口減少が想定されるため、各家庭における使用量についても減少

すると想定していますが、下水道へ接続する世帯は微増すると想定し、有収水量は増加する見込

です。 

 

  

Ⅲ  今後の事業環境の予測 
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■総人口／処理区域人口／水洗化人口の予測                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■有収水量の予測                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

令和8
（2026）

令和9
（2027）

令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

令和13
（2031）

令和14
（2032）

令和15
（2033）

令和16
（2034）

令和17
（2035）

総人口(人） 8,408 8,222 8,041 7,864 7,690 7,508 7,330 7,157 6,988 6,823

処理区域人口(人） 2,320 2,281 2,243 2,205 2,168 2,128 2,088 2,049 2,011 1,974

水洗化人口(人） 1,273 1,284 1,294 1,303 1,312 1,318 1,322 1,326 1,330 1,334

1,240

1,250

1,260

1,270

1,280

1,290

1,300

1,310

1,320

1,330

1,340

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

令和8
（2026）

令和9
（2027）

令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

令和13
（2031）

令和14
（2032）

令和15
（2033）

令和16
（2034）

令和17
（2035）

有収水量（㎥） 144,608 145,858 146,994 148,016 149,039 149,720 150,175 150,629 151,083 151,538

140,000

142,000

144,000

146,000

148,000

150,000

152,000

154,000
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（２）使⽤料収⼊の予測 

総人口、水洗化人口及び有収水量の予測に基づき、令和6（202４）年度の使用料単価実績の

まま推移した場合の使用料収入についての試算を行いました。各家庭における使用量の減少を想

定していますが、接続世帯の増加（年10世帯）に伴い、使用料収入も微増が続くこととなります。 

■使用料収入の将来予測                          
 
  

令和8
（2026）

令和9
（2027）

令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

令和13
（2031）

令和14
（2032）

令和15
（2033）

令和16
（2034）

令和17
（2035）

使用料収入（千円） 24,248 24,457 24,648 24,819 24,991 25,105 25,181 25,257 25,333 25,410

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000
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計画年次❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➓

令和8
(2026)

令和9
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

令和14
(2032)

令和15
(2033)

令和16
(2034)

令和17
(2035)

0 0 154,941 0 0 0 0 0 0 0

0 0 196,140 19,468 9,384 12,591 0 0 24,278 18,435

0 0 351,081 19,468 9,384 12,591 0 0 24,278 18,435

　　　　　　　年度
内容

❶処理場設備更新

金額

❷マンホールポンプ更新

金額

事業費合計

２．投資及び投資財源の予測 

（１）投資の予測（全体） 

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管路の健全性を維持すること

が極めて重要です。本町の下水道施設は比較的老朽化は進んでいませんが、計画期間内にマン

ホールポンプや処理場内の設備の更新時期を迎えます。 

本町では、計画期間である令和８（202６）年度から令和１７（203５）年度までの１０年間におけ

る投資総額は約４.４億円を想定しています。 

 

■計画期間である令和 17（2035）年度までの全体投資スケジュール 

（単位：千円） 
 
 
 
 
 
 

※なお、この表では、全体投資スケジュールとして令和1７（203５）年度まで掲載していますが、

計画期間後も継続して事業を行っていきます。 
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令和8
(2026)

令和9
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

令和14
(2032)

令和15
(2033)

令和16
(2034)

令和17
(2035)

0 0 175,500 9,700 4,700 6,300 0 0 12,100 9,200

0 0 175,500 9,700 4,600 6,200 0 0 12,100 9,200

0 0 81 68 84 91 0 0 78 35

③自己財源
金額

①国庫補助金

金額

②企業債
金額

財源内訳

（２）投資財源の予測 

令和８（202６）年度から令和1７（203５）年度までの主要な事業における投資予測額は総額約

４．４億円となることが想定されます。 

前ページまでの投資に対する事業費は、国（県）補助金等を積極的に活用する他、企業債で賄う

予定です。 

年度別の財源は次のとおり想定しています。 

 

■計画期間である令和 17（2035）年度までの年度別投資財源        （単位：千円） 
 

 

 

 

 

 

 

□参考 社会資本整備総合交付金の支給要件 
今後、投資財源となる国庫補助金である社会資本総合交付金については、本経営戦略の記

載内容が支給要件のひとつとなります。 

 経営戦略改定にあたっての記載（支給要件）事項は次のものと決められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．組織の予測 

今後も下水道事業は、建設課で運営を行います。 

 

・国土交通省より、「社会資本整備総合交付金の交付にあたっての要件等の運用について」(国水下事第５１号令和６年４月１
日)に基づき、交付要件になる業績目標と経費回収率の向上へのロードマップを以下に示します。

■国交省通知
社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について
（令和６年４月１日 国土交通省水管理・国土保全局 下水道部下水道事業課長より）

５．使用料改定の必要性の検討に係る要件
（１）対象地方公共団体
全ての地方公共団体。

（２）使用料改定の必要性の検討方法
令和2年度の予算・決算が公営企業会計に基づくものに移行している団体については、令和2年度以降、少なくとも5年に

1回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行うとともに、検証結果を踏まえ、経費回収率の向上に向けた
ロードマップ(概ね10年程度での段階的な使用料適正化や経営改善等の具体的取組、実施予定時期及び業績指標を記載
（有識者等の意見を聴いて策定されたもの））を経営戦略に記載すること。
（３）国土交通省への報告及び公表
（２）に従いロードマップが記載された経営戦略を国土交通省へ提出するとともに、ホームページ等において公表すること。
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１．財政基盤強化に向けた課題  

これまで行ってきた現状分析と投資及び投資財源の予測に基づき、財政基盤強化に向けた課題を

整理すると次のとおりとなります。 

 

❶汚水処理原価は高めの水準で経費回収率は１００％未満 
令和６（２０２４）年度において経費回収率は３６.７０％と１００％を大きく下回っています。 

汚水処理原価（汚水処理費／有収水量）は県内平均でも高めの水準となっています、汚水処理

に係る費用に対して適正な使用料の設定ができていません。 

 

❷コスト上昇対策実施も、物価上昇等による維持管理費の増加 
これまで、下水道施設の維持管理の民間委託など、コスト上昇対策を行ってきたところですが、

今後労務費単価は上昇するなど物価上昇への影響は避けることはできません。このため、コスト削

減を進める一方で、収益の確保も必要となっています。 

 

❸各種対策による投資の増大 
今後は長寿命化など下水道事業及び町民の生活維持・向上に向けた対策が必要となってきます。 

このため、投資が増大することが予想され、そのための財源が必要となります。国庫補助金等の財源

を活用する一方で、投資に対する重要度などの優先順位を設定しながら進める必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ  投資・財政計画
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２．経営の基本方針の実現に向けた目標 

経営の基本方針の実現や課題解決に向けては、徹底した事業の効率化や健全化に取り組み、事業

運営に係る経常的な費用の削減と適正な使用料の設定を進めることが重要です。 

しかしながら、各種投資計画においては建設費等の「投資試算」は行われていますが、投資に必要と

なる起債額等の「財源試算」は考慮されていないため、今後は「財源試算」も考慮し、見直し・改定を行

っていきます。投資関連計画の見直し・改定は定期的に行っており、投資関連計画の見直し・改定内容

は、次回の経営戦略の見直し・改定において反映させていきます。 

経営の基本方針を実現するため、具体的に次の３つの目標を設定します。目標については、本経営

戦略期間である令和１７（２０３５）年度までとします。 

目標❶経常収支比率 100%の達成  

令和 6（2024）年度においては経常収支比率 95.11％となっています。 
また、本経営戦略期間中には施設を維持するための投資の増加や維持管理費の物価上

昇に伴い、収支が悪化することも想定されますが、財政基盤強化に向けて本計画期間内
の 100％以上の達成・維持を目指します。 

 

目標❷経費回収率の上昇 

令和 6（2024）年度において経費回収率は 36.70％となっています。 
本計画期間内の経費回収率は、令和 6（2024）年度を基準とし、上昇を目指します。 

 

目標❸他会計補助金（一般会計からの繰入金）の縮減 

令和 6（2024）年度において約 126,000 千円となっています。 
本計画期間内に他会計補助金（一般会計からの繰入金）を令和 6（2024）年度基準と

した場合の縮減を目指します。 
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３．投資・財政計画の計算根拠 

（１）収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計するに

当たっては、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費のうち動力費、修繕費、委託料等

については、今後の物価上昇を見込んでおり、民間委託を行う等、引き続きコストの縮減に努めて

いきます。 

投資・財政計画は30年間のシミュレーションを行いますが、このうち本経営戦略の計画期間で

ある令和1７（203５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

（２）資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計す

るに当たり、前章で示した予測に基づき算出しています。 

収益的収支同様に、投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本経営戦略の

計画期間である令和1７（20３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

４．投資・財政計画（シミュレーション） 

（１）現状予測に基づくシミュレーション 

今後の厳しい経営環境の中で目標を達成するには、取り組みを明確にするとともに、経営に対

する管理をより一層厳格化する必要があります。 

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 
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現状予測に基づくシミュレーションのポイントは次のとおりとなります。 

■現状予測に基づくシミュレーションのポイント 
●経常収支比率：計画期間中 100％以上を達成。  
●経費回収率 ：計画期間中の経費回収率は下水道接続世帯の増加と費用（減価償却費）の減少

に伴い上昇を予測。 
●他会計補助金：他会計補助金は一時的に減少するも、最終的には増加。 
上記から、各目標に対する達成状況は次のとおりとなります。 
○目標❶経常収支比率１００％の達成・維持・・・達成 

○目標❷経費回収率の上昇・・・達成 

○目標❸他会計補助金（一般会計繰入金）の減少・・・未達成 

 

（２）投資・財政計画の検討 

目標達成に向けては、公営企業の経営の原則である独立採算及び一般会計の負担軽減を行う

ため、他会計補助金を縮減させる必要があります。このためには、使用料改定の実施を検討する

必要がありますが、使用料改定については、使用者の生活への影響が大きくなることから、使用者

の十分な理解を進めていく必要があるため、令和１０（２０２８）年度に使用料改定を行うこととしま

す。 

以下のシミュレーションパターンでは、それぞれ異なる改定率を設定し、目標達成に向けた検証

を行います。 

■シミュレーションパターン                      （単位：円、％） 

 

 

 

なお、使用料収入と他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーションと同条件とします。 

 

シミュレーションパターン 1 使用料単価あたり改定額（円） 50.3 改定率 30%

シミュレーションパターン 2 使用料単価あたり改定額（円） 33.5 改定率 20%

シミュレーションパターン 3 使用料単価あたり改定額（円） 16.8 改定率 10%

シミュレーションパターン 参考 使用料単価あたり改定額（円） 246.5 改定率 90%
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シミュレーションの検証結果は次のとおりとなります。 

■シミュレーションパターン検証                          （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証した結果、シミュレーションパターン１では経常収支比率、経費回収率の目標は達成となり、

他会計補助金は予測期間の１０年間で現状予測から約４６，０００千円の減額となります。 

シミュレーションパターン２では経常収支比率、経費回収率の目標は達成となり、他会計補助金

は予測期間の１０年間で現状予測から約４０，０００千円の減額となります。 

シミュレーションパターン３では経常収支比率、経費回収率の目標は達成となり、他会計補助金

は予測期間の１０年間で現状予測から約２０，０００千円の減額となります。 

これらの結果から、パターン１は経営全体としての効果は大きいものの、使用者負担が大幅に増

えることが想定されます。このため、目標達成を想定すると、パターン２もしくはパターン３が妥当と

なります。ただし、今後、使用料改定の際には、人口減少や物価上昇の進行等の経営状況の変化

を鑑みながら、改めて使用料改定の妥当性を検証する必要があります。本経営戦略においては使

用者の負担軽減を考慮し、パターン３を本経営戦略の投資・財政計画とします。 

なお、シミュレーションパターン参考では、他会計補助金のうち基準外繰入金を令和１０（２０２８）

年度以降０円とした場合の料金改定を想定したものです。この場合、改定率は９０％で使用料単価

改定後は３１８．６円となります。  
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（３）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

❶収支計画のうち投資についての説明 
ストックマネジメント計画による長寿命化を実施します。 

 

❷収支計画のうち財源についての説明  
【収益的収入】 

●使用料収入 

推計した有収水量を、パターン３に当てはめて算定した金額を見込んでいます。 

●補助金-他会計補助金 

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した金

額等を見込んでいます。 

●長期前受金戻入 

令和６（２０２４）年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和7（2025）年度以降に取得予定

の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（10～50年）に応じて設定して

います。 

 

【資本的収入】 

●企業債 

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、下水道事業債の発行を見込ん

でいます。事業単位での発行となり、取得する資産（施設）の耐用年数に応じた借入期間（～４0年）

を設定しています。 

●他会計出資金 

過年度に発行した下水道事業債の元金償還金に伴う収支不足額を見込んでいます。 

●国（県）補助金 

国庫（県）補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を見込んでいます。 

 

❸収支計画のうち投資以外の経費についての説明  
【収益的支出】 

●職員給与費 

 職員給与費は賃金上昇を見込んでいます。 

●経費 

動力費や委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について、物価変動を考慮しながら個
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別に積み上げて計上しています。 

●減価償却費 

令和６（２０２４）年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和7（2025）年度以降に取得予定

の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（10～50年）に応じて設定して

います。 

●支払利息 

令和６（２０２４）年度までに借入した下水道事業債の利子償還金に加え、令和7（2025）年度以

降に発行する分の償還金を見込んでいます。利率は、借入期間に応じて設定しています。 

 

【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和６（２０２４）年度までに借入した下水道事業債等の元金償還金に加え、令和7（2025）年度

以降に発行する分の償還金を見込んでいます。 

 

 これらを踏まえてのシミュレーション結果は次のページのとおりです。 
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（４）投資・財政計画（収支計画）における今後の取組概要  

経営の基本方針を実現するためには、計画期間内に目標を達成する必要があります。 

具体的には経営の基本方針における目標達成や投資・財政計画の推進に向け、次のとおり活動

を実施します。 

 

❶本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けた活動 
使用料改定を前提とした取り組みを進めます。使用料改定にあたっては、上下水道経営審議会

（仮称）を発足し、使用料改定の必要性を検証のうえ、使用料改定が必要と認められた場合、パブ

リックコメント等にて住民への周知を行い、使用料改定を実施します。 

また、経費削減は恒常的に進めるほか、資本的投資の平準化並びに企業債の発行を抑制する

ことで、企業債残高の圧縮に努めます。 

 

❷本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ 
■目標に向けたロードマップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※使用料改定必要性の検証結果に基づき改定実施した場合 
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❸本経営戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討 

本経営戦略の計画期間においては、施設の長寿命化対策を中心に予定しています。 

前述したとおり、関連計画の見直し・改定を進めるとともに、今後の投資に向けては環境への配

慮や維持管理費の縮減、適正化の視点を含めて以下の検討を行います。 

○今後の維持管理費用（ランニングコスト）の適正化 
○省エネルギー(脱炭素化)を目指した設備等の導入 

 

❹その他本経営戦略の計画期間における取組及び検討事項 
●弾力的な使用料改定に向けた原価計算の実施 

現在の経営環境の急速な変化に対応し、本事業を持続的に運営するため、財源としての使用料

収入は極めて重要です。 

総務省では、地方公営企業の料金（使用料）について、「公正かつ妥当であり、能率的な経営下

における適正な原価を基礎としたものであり、地方公営企業の健全な運営を確保できる水準であ

るべき」と規定しており、計画的な料金水準（使用料）の改定を推奨しています。 

このため、本町においても原価計算による現状分析と今後の使用料改定に向けた検討及び議

論を進めます。 

 

●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動 

下水道事業の理解促進のため、下水道の役割、適正利用（油類を流さない、トイレットペーパー

以外は流さない等）や経営状況等について、多くの町民からより一層の理解を得るために、町ホー

ムページ、SNS等の広報媒体の活用や、施設の見学会、積極的な広報及び啓発活動を検討しま

す。 

 

●新技術の活用 

下水道における資源・エネルギーの活用やマンホールポンプの機器更新時に省エネルギータイプ

の機器導入を行い、消費電力の削減に努めます。 

 
●職員の資質と能力の向上 

人材育成の強化、職場研修等の充実、意識改革の推進、危機管理体制の強化などの施策を実

施し、職員の資質と能力の向上を目指します。 
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❺その他今後の取組についての検討事項 
今後、本事業における検討事項は次のとおりとします。 

○管路更新及び維持管理に向けたウォーターPPP の検討 
○⻘森県汚水処理事業広域化・共同化計画の推進に向けた検討 
○太陽光発電など、資産の有効活用に向けた検討 
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Action Plan
（改善） （計画）

施策と目標の見直し 経営戦略の改定

Check Do
（検証） （実行）

達成度の評価と検証 目標達成に向けた

事業実施

 

 

 
 
 
 

１．PDCA サイクルの実⾏ 

経営戦略はＰＤＣＡサイクルにおける計画（Plan）に位置付けられます。今後は実行（Do）、検証

（Check）、改善（Action）等のPDCAサイクルを確実に実施することが重要です。  

検証においては、経営比較分析表を毎年度作成し、経営指標を用いた経営分析や類似団体と

の比較分析を行います。 

また、議会へ定期的に経営状況を報告し、意見を求める等、チェック機能の充実を図ります。こ

れらのPDCAサイクルにより経営状況を的確に把握し、経営の健全化及び効率化に取り組んでい

きます。 

なお、ＰＤＣＡのサイクルイメージは次の図のとおりです。 

 

■PDCA サイクルイメージ 
 

 

  

Ⅴ  経営戦略の遂⾏に向けた取組体制 
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令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

経営戦略
見直し
改定

検証
見直し

見直し
改定

使用料
改定必要性

の検証
改定の検討 改定（※）

改定の
効果検証

改定の検討 改定の検討

年度

２．次回以降の⾒直し 

本経営戦略の次回以降の見直しについては、使用料の妥当性の検証及び検討や投資計画の進

捗等、経営の変化にあわせて、令和１２（２０30）年度から５年ごとに実施します。 

本町では、令和１０（２０２８）年度までに下水道使用料の在り方を検討し、ロードマップのとおり収

益確保の活動を行っていきます。 

また、目標に向けたシミュレーションをベースに必要に応じて収支実績や取組効果の確認、業績

目標との乖離の確認及びその原因分析を行うとともに、今後の取り組みについての検討・見直しを

５年に一度行い、下水道使用料の在り方を検討することとします。 

 

■経営戦略及び使用料の見直し・検討スケジュール 
 

 

 

 

 

※使用料改定必要性の検証結果に基づき改定実施した場合 

また、今回推進する当経営戦略においては、進捗管理が重要となります。毎年度の実績と目標

値の比較を行うこととします。 
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